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　12月２日（金）松江市のサンラポーむらくもにて、開催しました。
　会議では、互助会事務局から互助会の令和４年度上半期の事業状況、会員の加入状況などの報告があ
りました。
　また、出席者からは、報告事項や今後の定年引上げについて、大変活発な協議が行われ、互助会に対
し、ご意見、ご要望がありました。
　協議の中でいただいた貴重なご意見やご要望は、今後の事業運営の参考とさせていただきます。

第12回島根県教職員退職互助代表者会の開催について第12回島根県教職員退職互助代表者会の開催について

医療補助金等の給付金送金スケジュールについて
令和５年１～４月の医療補助金請求書等の受理日と給付金送金日は次のとおりです。

請求書受理日  ※17:15まで  給付金送金日 毎月26日 
令和５年１月23日（月）～２月20日（月） 令和５年３月27日（月）
令和５年２月21日（火）～３月20日（月） 令和５年４月26日（水）
令和５年３月22日（水）～４月20日（木） 令和５年５月26日（金）

【注1】日本郵便の夜間仕分け廃止により配達に数日かかる場合があります。締切日間近に投函されると間に合わない場合がありますのでご注意ください。
【注2】郵送される場合の封筒には必ず差出人の氏名住所を記載してください。

　今年度は、退職会員の参加されている 4団体から、申請をいただき助成しました。
　まだ、予算の余裕がございますので、年度内に事業を予定されている方、現在実施中の方につきまし
ては、ご遠慮なくお問い合わせいただきますようお願いします。詳細等をご案内します。
　■ 10万円（年度当たり）まで経費を助成（立ち上げ経費であれば、さらに10万円まで）
　なお、来年度も引き続き実施する予定です。　　　　　　　　　　電話 0852－22－6067（曽田）

子どもの居場所づくり支援事業について子どもの居場所づくり支援事業について

　今年度、地区会総会を開催・計画された地区会は次のとおりです。
　地区会総会には、可能な限り互助会事務局から職員が出席し、互助会の事業について説明させていた
だいております。
　また、総会参加者の生の声を聴き、事業に反映させていきたいと考えております。

令和４年度地区会総会の開催状況について令和４年度地区会総会の開催状況について

地区会　 日にち 会場等
飯 石 ７月７ 日（木）三刀屋交流センター
簸 川 ６月23日（木）ラピタウェディングパレス
浜 田 ６月24日（金）浜田ワシントンホテル
江 津 ７月７ 日（木）江津市民会館
邑 智 ７月６ 日（水）悠邑ふるさと会館
益田・鹿足 ７月７ 日（木）サンパレス ※コロナの為中止

地区会　 日にち 会場等
松 江 ６月21日（火）ホテル一畑
安 来 ７月 ２ 日（土）安来市中央交流センター
出 雲 ６月 ５ 日（日）出雲市民会館
平 田 ６月12日（日）ホテルほりえ
仁 多 ７月15日（金）カルチャープラザ仁多
大 原 ６月27日（月）ラメールふれあいホール

令和５年４月１日以降は、下記互助会
分室への書類の提出にご協力お願いい
たします。
〒690-0886 松江市母衣町55番地2
         島根県教育会館内 
         教職員互助会分室  あて
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　教職員互助会では事務の効率化と経費削減のため、令和５年３月31日をもって
支局を廃止します。
　松江支局以外の教職員互助会各支局に文書を提出される場合、３月31日必着で
お願いします。
　４月１日以降、教職員互助会あての文書は、各教育事務所に持参、郵送されま
しても、受け付けられませんのでご注意ください。
　用紙の請求や各種問合せ等につきましても、４月１日以降は教職員互助会分室
（現松江支局）までお願いします。

互助会支局は３月31日をもって廃止します

〒690-0886　松江市母衣町55番地２　島根県教育会館１階
	 （一財）島根県教職員互助会分室
	 TEL.0852－25－6200／FAX.0852－25－0181

【４月１日からの提出先・問合せ先】

　放送大学では大学卒業（学士取得）のほか、各種資格の
取得や学びたい１科目からの受講も可能です。
　また、教職員互助会退職互助の会員の方は、「退職者ラ
イフプラン助成制度」の対象となります。これまで多くの
教員や退職者の皆さんも利用されています。どうぞ、お気
軽にお問合せください。

放送大学で生涯学習を

松江市白潟本町43スティックビル４階
℡：0852－28－5500
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/shimane/

・認知心理学入門　
・認知症と生きる
・ダイナミックな地球
・交通心理学
・人体の構造と機能
・世界の中の日本外交

島根シニアの人気科目

両事業については年度内に実施し、締切日必着で提出していただきますようお願いします。

　【提出先】〒690-8502　松江市殿町１番地　島根県教職員互助会　
　【締切日・問合せ先】
　　〇ライフプラン助成金	 	 	 	 〇人間ドック助成金
　　　締切日　令和５年４月４日（火）必着	 　締切日　令和５年４月５日（水）必着
　　　電　話　0852－22－6617	 	 	 　電　話　0852－22－6067

ライフプラン助成事業、人間ドック助成事業について



還付金税務署への持参

印刷・郵送代

※一部の書類は除きます

添付書類 ３週間程度で還付！

書面提出の場合は
１か月～１か月半程度で還付

確定申告期間の利用可能時間

※メンテナンス時間
を除きます

↓↓申告書（収支・決算書）作成はこちらから↓↓

作成コーナー

【確定申告書等作成コーナー】 【対応ブラウザを確認】

iPhoneの方 Androidの方

Safari Chrome

※上記以外のブラウザでアクセスすると、エラーが表示されて
次の画面へ進むことができませんので、ご注意ください。

申告の後の納付もスマホで

【国税スマートフォン決済専用サイト】⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

６つのPay払い（〇〇ペイ）から納付手続が行えます！ 事前手続※一度の納付での利用上限金額は、30万円です。

所得税の確定申告書を提出される方へ

の方がe-Tax（電子申告）を利用︕
令和４年中に退職され再就職されていない方は、年末調整がされていませんので、確定申告を行うことにより
所得税が還付される場合があります。

令和４年中に受け取った公的年金等の収入金額の合計額が400万円を超える方及び公的年金等の収入金額の
合計額が400万円以下の方でも、公的年金等以外の所得金額が20万円を超える方は、確定申告書の提出が必要です。

・ iPhone、Safariの名称及びロゴは、米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

・ Android、Google Chrome の名称及びロゴは、Google LLC の商標または登録商標です。 国税局・税務署

｢自宅からのe-Tax｣５つのメリット
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　医療費控除とは、本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために１月から12
月までの１年間に支払った医療費がある場合は、次の算式によって計算した金額を医療費控
除対象額として課税所得金額から差し引くことができるものです。

　上記算式のとおり、確定申告の際の「医療費控除」の対象となる金額は、医療費の自己負
担の全額ではなく、１年間に支払った医療費総額から保険金などで補てんされる金額を控除
した額が一定額を超えた部分の額になります。
　この「保険金などで補てんされる金額」には、互助会の医療補助金・
入院見舞金も該当します。

◆医療費控除の詳細については、税務署にお尋ねください。

確定申告と医療費控除について確定申告と医療費控除について

（ ）令和４年に
支払った医
療費の総額

保険金など
で補てんさ
れる金額 ｛ ｝10万円又は所得金額の５%

（どちらか少ない方）
医 療 費 控 除 額

（ 最 高 200 万 円 ）

〔ご注意く
ださい〕

〔ご注意く
ださい〕
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神門ユリ子 様（松江市）R  4．  1．28（87歳）

神田　元紀 様（松江市）R  4．2．23（81歳）

和田　久雄 様（松江市）R  4．5．21（69歳）

森脇タヅエ 様（松江市）R  4．5．21（96歳）

福間　　勇 様（松江市）R  4．6．25（92歳）

吉松　　司 様（松江市）R  4．7．11（95歳）

林　　康文 様（松江市）R  4．8．16（81歳）

小豆沢　敬 様（松江市）R  4．8．21（94歳）

杉山　德子 様（松江市）R  4．10．4（83歳）

浅沼　康男 様（松江市）R  4．10．5（95歳）

渡部　夏子 様（松江市）R  4．10．7（91歳）

板垣　　寛 様（松江市）R  4．10．15（86歳）

平木　知子 様（松江市）R  4．10．21（78歳）

伊藤　晴夫 様（松江市）R  4．10．30（91歳）

古津　晴子 様（松江市）R  4．10．31（69歳）

伊藤　律夫 様（松江市）R  4．11．4（91歳）

岩見サトル 様（松江市）R  4．11．10（88歳）

井川　咲江 様（松江市）R  4．11．16（98歳）

渡部　　泰 様（安来市）R  4．7．7（99歳）

鴨木　　準 様（安来市）R  4．7．12（91歳）

山﨑　享二 様（安来市）R  4．8．6（90歳）

宮川　清治 様（安来市）R  4．9．24（92歳）

白枝　　清 様（出雲市）R  4．7．13（93歳）

横木　　登 様（出雲市）R  4．7．26（98歳）

安達　　誠 様（出雲市）R  4．8．27（90歳）

立花キミヱ 様（出雲市）R  4．8．29（90歳）

加藤　雅吉 様（出雲市）R  4．8．30（92歳）

藤江美冶子 様（出雲市）R  4．9．2（91歳）

橋本　正昭 様（出雲市）R  4．10．4（94歳）

天野三重子 様（出雲市）R  4．10．7（95歳）

杉原　初子 様（出雲市）R  4．10．15（66歳）

原田　　誠 様（雲南市）R  4．8．14（75歳）

勝部　路子 様（雲南市）R  4．10．5（84歳）

岡田　圓隆 様（雲南市）R  4．10．25（85歳）

藤原　壽夫 様（奥出雲町）R  4．9．12（96歳）

糸原　惣市 様（奥出雲町）R  4．10．6（99歳）

古川　悦子 様（浜田市）R  4．7．7（89歳）

草野　定人 様（浜田市）R  4．9．22（92歳）

菅本　朋子 様（大田市）R  4．8．19（91歳）

森岡　　成 様（大田市）R  4．10．6（89歳）

永見　敏郎 様（大田市）R  4．10．17（78歳）

大石　泰正 様（江津市）R  4．8．5（90歳）

片岡　聡太 様（邑南町）R  4．8．22（96歳）

豊田　吉昭 様（益田市）R  4．8．19（87歳）

寺戸　　等 様（益田市）R  4．8．29（91歳）

山下　悦朗 様（益田市）R  4．8．31（85歳）

大賀　甲一 様（益田市）R  4．10．17（92歳）

大庭千保子 様（益田市）R  4．11．9（84歳）

海邊　隆通 様（益田市）R  4．11．13（80歳）

矢冨　厳夫 様（益田市）R  4．11．13（93歳）

平岡　克子 様（吉賀町）R  4．9．22（84歳）

真野　愛子 様（西ノ島町）R  4．11．4（94歳）

松岡　　廣 様（隠岐の島町）R  4．5．24（86歳）

山根　春代 様（隠岐の島町）R  4．  7．27（95歳）

今岡　　稔 様（兵庫県）R  3．  8．29（84歳）

渡辺　　隆 様（山口県）R  4．  7．25（94歳）

謹んでご冥福をお祈りいたします謹んでご冥福をお祈りいたします

会員の皆様、ご家族の方へ

　転居などによる住所変更があった場合や、会員本人がお亡くなりになられた場合など、
会員情報に変更があった際には、速やかに互助会事務局までご連絡ください。


